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整理番号 67  重点募集テーマ
「デジタル化」の
該当 

 

○ 
 提案区分 B 地方に対する規制緩和 

(管理番号  67 )   提案分野 12_その他 

 

提案事項（事項名） 

基幹統計調査の全てのプロセスをオンラインで完結できるようにすること 

 

提案団体 

岡山県、山形県、茨城県、中国地方知事会 

 

制度の所管･関係府省 

総務省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省 

 

求める措置の具体的内容 

法定受託事務として地方公共団体が行う基幹統計調査について、紙媒体での調査票の配布を原則廃止し、調

査票の配布から回収まで全てのプロセスがオンラインで完結するよう制度全体を見直すとともに、統計調査員に

よる調査は、オンライン回答が困難な調査客体への調査票配布・回収など補完的なものに限定されるよう見直

しを図ること。 

 

具体的な支障事例 

【現行制度について】 

基幹統計調査については、調査客体からのオンライン回答の仕組みは整ってきているが、実際のオンライン回

答率は低く、統計調査員は、オンライン回答ができる統計調査を含め、個人情報が記載された調査票の配布・

回収を行っており、配布から回答まで全てがオンラインとなっていない。 

令和２年国勢調査等では、新型コロナウイルスの感染防止の観点から、調査客体と調査員が対面しない調査方

法も導入されたが、登録統計調査員の約４割が 70 代以上となり、担い手が不足するなか、令和７年の国勢調査

では、当県においては約 10,000 人の統計調査員を確保する必要がある。 

【支障事例】 

現行制度では調査客体への調査票配布や回収は原則統計調査員が行うことになっており、統計調査員の担い

手が不足する中、統計調査員への負荷が非常に高くなっている。また、個人情報等が記載された調査客体名簿

などの紛失による情報漏洩事案が発生している。 

【制度改正の必要性】 

昼間不在世帯の増加や統計調査員の担い手不足など統計調査を取り巻く環境が一層厳しさを増す中、統計調

査員の業務の負担軽減や個人情報漏洩の防止、回答者の利便性向上を図るため、統計調査のデジタル化を進

め、紙による個人情報の取扱いを廃止する必要がある。 

【支障の解決策】 

基幹統計調査の調査票の配布から回収までの全てのプロセスが最終的にオンラインで完結するよう統計調査

制度全体を見直すことで支障が解決すると考える。 

原則、国から調査客体にオンライン回答用 ID を郵送し、統計調査員の訪問はオンライン回答がない場合等の

必要最小限のものとする。 

※調査票の配布については、過去、オンライン回答用ＩＤのみを先行配布し、後日全調査客体を訪問し、紙の調

査票を配布する方式から、同時配布に見直した経緯があるが、システム整備により、調査員は回答の有無を速

やかに把握できるようになり、全調査客体に対する再訪問、回答状況の確認、誤配布・重複回答への対応とい

った見直し当時の支障は概ね解消されているものと考える。 

 

 



地域住民や事業者等の具体的な意見・要望、支障事例等 

市町村から、自治会への推薦依頼や公募を行っても統計調査員の確保自体が非常に厳しくなっていると指摘さ

れている。 

市町村や統計調査員から、プライバシー意識の高まりや昼間不在世帯の増加により、現行制度での調査実施

が非常に困難な状況にあり、抜本的な見直しを求める声が上がっている。 

調査客体からは、調査員が何度も訪問するのはやめて欲しいとの声が上がっている。 

 

制度改正による効果（提案の実現による住民の利便性の向上・行政の効率化等） 

地方公共団体が行う基幹統計調査の全てのプロセスがオンラインで完結することにより、統計調査員と地方公

共団体の業務の効率化及び個人情報漏洩のリスク低減を図ることができる。  

オンライン回答は、インターネット環境があれば、いつでもどこでも回答が可能となるため、報告者の負担が軽減

される。 

調査客体が、調査員と対面することなく、調査関係書類の受領と回答をすることとなり、プライバシー等に配慮し

た調査環境が実現される。 

 

根拠法令等 

統計法第 16 条、統計法施行令別表第一、労働力調査規則、住宅・土地統計調査規則、国勢調査令、国勢調査

施行規則、国勢調査の調査区の設定の基準等に関する省令、社会生活基本調査規則、就業構造基本調査規

則、小売物価統計調査規則、毎月勤労統計調査規則、経済センサス活動調査規則、令和３年経済センサス-活

動調査（甲調査）都道府県事務要領、農林業センサス規則、2025 年農林業センサス実施計画概要、漁業センサ

ス規則、漁業センサス調査ガイドライン 

 

追加共同提案団体及び当該団体等から示された支障事例（主なもの） 

花巻市、山形市、水戸市、ひたちなか市、足利市、さいたま市、所沢市、富士見市、新潟県、山梨県、浜松市、

津島市、小牧市、島根県、倉敷市、高松市、宇和島市、八幡浜市、高知県、南国市、福岡市、大野城市、宮崎

県、特別区長会 

 

○紙での調査票回答の場合、回答の記入漏れ、記入誤りなどにより、回収後の確認及び補正作業にかなりの

業務負担が発生している。オンラインで回答できる世帯であっても紙の調査票が同時配布されているために紙

で回答するケースや、オンライン回答と紙の調査票で二重回答されるケース等もある。オンライン回答がなかっ

た世帯（オンライン回答が困難な世帯等）に対し、調査員が訪問する方式への移行等オンラインで完結できる仕

組みを検討してほしい。 

○オンライン回答用 ID が国から直接送付され、調査員が２度訪問（オンライン回答用の ID の配布及び調査票

の配布）をしなくてよい仕組みが構築できるのであれば良いと考える。 

○調査員が調査票を配布するため訪問しても、調査客体が在宅していることは共働きの増加などに伴いかなり

少なくなっている。その結果、調査員の訪問回数の増加や安全面でもあまり推奨できない夜間訪問などが発生

してしまう。調査員の労力の軽減および調査客体の個人情報提供に対する抵抗感を減少させるためにもすべて

のプロセスのオンライン化は必要と考える。 

○経済センサス基礎調査規則と全国家計構造調査規則による統計調査においても、調査員を担える人材不足

による調査員の高齢化及び質の低下、昼間不在世帯の増加、住民のプライバシー保護意識の向上による調査

員との対面拒否・苦情等の支障があり、オンラインでの調査完結が必要である。 

（具体的内容） 

・盛夏や夜間における世帯訪問による、調査員の体調不良や防犯面のリスク。 

・調査員が回答方法別（郵送、回収、オンライン）の対応を理解しきれないことによる調査票の誤配付。 

・調査客体が調査員による複数回訪問、調査員に聞き取りされることに対して不信感を抱く。 

・昼間不在宅と空き家の錯誤による調査票の未配付世帯の発生。 

・集合住宅の玄関先での聞き取りによる、他の居住者へ情報漏洩の恐れ。 

・調査員に回答内容を確認されることによる、回答者の心理的な負担増加。 

・世帯数聞き取りのために、調査客体との対面もしくは電話連絡が必須。（調査票が直接郵送されれば不要） 

・直接、回答内容が送付されることで指導員の調査票確認等の負担も軽減。 



・当町における令和２年国勢調査の 70 歳以上調査員 51.1％ 

○平成 27 年国勢調査調査時には、70 歳以上の調査員は全体の 14％であったが、令和２年調査時には全体

の 26％になっており、現役世代の調査員担い手の不足が明らかである。 

調査時には調査客体を原則訪問する必要があるが、昼間不在世帯や居留守を使う世帯の増加など、調査客体

と接触することが難しくなっており、接触できるまで何度も訪問することにより、身体的・心理的負担が大きい。そ

して、接触時の名前等の情報の聞き取りも、調査客体から疑念を抱かれスムーズに応じてくれないことにより調

査員の心理的負担となっている。また、紙の調査票だと保管場所を厳重にしたり、整理・審査（記入漏れや文字

が読みづらい等）に手間がかかるなど不便なことが多い。 

オンライン化することにより、調査員の仕事が必要最小限のものとなり、仕事をしながら引き受けてくれる調査員

の増加が見込める。また、回答状況がすべてオンラインで確認できるため、保管場所の確保や紙の紛失がなく

なる。 

○ベテラン調査員が高齢や体調不良を理由に引退していく中、新規調査員の確保に苦慮している。 

国勢調査等の規模の大きな調査では規定数の調査員が集まらないのが当たり前になってきており、１人当たり

の担当調査区数が増え、担い手への負担が大きくなっている。（そしてそのことが、余計担い手を減らすという悪

循環になっている。） 

共働きの増加などより若手の調査員の確保は難しく、なんとか確保した調査員も、新規登録の時点で 70 歳を超

えていることも多く、十分な経験を積む前に引退が推奨される年齢に達する。高齢に加え、不慣れとなると調査

活動中の事故が増える要因となる。 

10 年以内には現役調査員の大半が引退となり、調査員による統計調査が立ち行かなくなるという懸念が強い。 

統計調査員が、あくまで社会貢献活動の域をでないなら、今後若手の確保はさらに困難になっていく。 

○ 「オンライン回答がない場合等に限定して調査員が訪問する」という本提案は、調査をより複雑にし、自治体

負担の増大につながる懸念がある。当市でも地域住民の協力を前提とする現行の統計調査員制度は限界に近

い状況であり、調査手法や回答方法ではなく、調査の在り方そのものを検討すべきと考える。 

○当市においても、登録統計調査員が高齢化し調査員を担っていただける人数が減少している。また、現在は

調査対象世帯のライフスタイルも多様化しており、訪問しても不在の世帯が多数あり対面での調査が困難にな

っている。デジタル化し、調査方法が基本的にオンラインでの回答となることで調査員の負担軽減となるものと

考える。 

○令和２年国勢調査において、当市の調査員約 1,300 名の約５割弱が 70 歳以上で、自治会による確保が中心

的であったが、確保が困難で、登録調査員の一部の方に２～３人分の世帯数を引き受けてもらってようやく実施

できたが、次回調査での確保が課題。 

○統計調査員の担い手不足に関しては、当市としても課題と認識している。 

○当県でも調査員の高齢化に加え、コロナ禍における調査環境の悪化により、統計調査員の担い手が減少し、

その確保に苦慮しており、一部の市町村ではほぼすべての調査員を職員で賄っている。高齢化の状況について

も、直近の住宅土地統計調査において、調査員の約３割が 70 歳以上となっており、近い将来、調査員の不足に

より現在の調査精度を維持できなくなるおそれがある。新規調査員確保のためには、業務内容や報酬の見直し

を進め、他の仕事と比較した際に積極的に選ばれるものにしなければならない。 

○調査員の担い手不足やオンライン化等により、調査員調査の見直し等の必要性があると考える。 

○県内の市町村からは、統計調査員確保が難しいとの声が多数聞かれます。また、調査員が戸別訪問しても、

不在や居留守、調査拒否が多く、大変厳しい状況である。その中において、訪問を重ねコミュニケーションをとっ

て高い回収率を保っているベテラン調査員は多くいるが、経験の浅い調査員は調査拒否に心が折れ、それが行

政担当者へのクレームにつながり、調査員を辞退されるケースも見られる。市町村によっては、周期調査の調査

員を確保できず、行政職員が数十名規模で調査にあたることが常態化しているところがある。 

このような状況において、調査員が戸別訪問して調査するという現行制度は、近い将来立ち行かなくなる恐れが

ある。国において「統計手法の抜本的改革」を検討いただくよう強く求めて行きたいと考えており、本提案はその

ひとつの手法を提示するもの。 

○現在、基幹統計調査に係る調査票配布については、紙媒体の調査票及びオンライン回答用ＩＤ等を調査員に

より配布している。そのため、調査員の業務負荷が高くなっており、担い手が不足する要因の一つとなっている。 

○統計調査員の高齢化と併せ、個人情報保護意識の高まりや統計調査の意義、必要性が理解しづらいなどに

よる報告者の協力意識低下から、調査対象との接触困難さが増すなどしており、統計調査の品質確保が難しく

なってきている。 

【労働力調査（令和５年度）における統計調査員の状況】 

・調査員 226 人中、70 歳以上 129 人（57.1％） 

・平均年齢 67.9 歳 

【令和２年国勢調査における統計調査員の状況】 



 ・当初予定人数 18,096 人、実任命者数   17,217 人（▲879 人) 

・年齢 70 歳以上  4,646 人（27.0％） 

 ・市町職員を調査員に任命 4,344 人（25.2％） 

○当市においても、登録統計調査員の約 56％が 70 歳代以上となっており、調査員の高齢化が進行している。

令和６年度４月時点で、75 名の調査員の登録があるが、比較的大規模な基幹統計調査においては、登録統計

調査員のみで実施することが困難なため、調査の都度、公募による調査員の確保を行っている。登録統計調査

員数が減少している現状において、調査書類の配布や回収を調査員が行うことは事務負担となっており、必要

な調査員数に満たない状況で基幹統計調査を実施することは、調査書類の紛失等や調査中の事故に繋がるリ

スクがある。 

○提案団体の支障事例と同様、年々調査員の高齢化が進み確保が困難になっていることから、提案団体の意

見に賛同する。 

○当市においても調査員の高齢化・担い手不足が顕著であり、国勢調査時には市職員が調査員・指導員を担

わなければならない状況が続いている。（令和２年国勢調査における調査員等に占める職員の割合：調査員

468 人中 107 人（割合 22.9%）、指導員 79 人中 63 人（割合 79.7%））また、昨今は個人情報の漏えいを心配する

声が年々増えてきている嫌いがあり、そのことが回答率の低下を招いている側面は否定できない。提案団体が

示すように、まずは国又は自治体側からのオンライン回答用紙の一斉配布、その後にオンライン回答のなかっ

た世帯への調査票の配布・回収とするだけで、調査員の数の削減及び負担軽減に寄与するものと考える。ま

た、オンライン回答内容の補正作業についても、国の一括委託事業により外部業者に実施いただくことで、指導

員及び自治体の負担軽減に繋がると考えるため、その点もぜひ検討いただきたい。 

○基幹統計調査においては、少子高齢化に伴う調査員確保の困難化や、調査関係書類の紛失による個人情報

の漏洩発生などにより、調査員調査の制度設計を維持することが年々厳しい状況になっており、円滑な調査に

支障が生じる場面も見受けられる。 

○当県においても、統計調査員の高齢化・担い手不足に加えて、調査拒否世帯の増加や夏場の高気温等によ

り調査員への負担が増加しており、統計調査員を前提とした調査が限界に近づいている。 

 

各府省からの第１次回答 

基幹統計調査を始めとした統計調査のオンライン化については、統計法制度の面においてその推進の障害とな

っているものはないと考えている。公的統計の整備に関する基本的な計画（令和５年３月 28 日閣議決定）にお

いても、ｅ－Ｓｕｒｖｅｙの積極的な導入、オンライン回答率の向上、オンライン回答による集計の効率化などオンラ

イン調査を推進しているところ、個々の統計調査の実情に応じて、統計の正確性や回答率の確保等にも配慮し

ながら進める必要がある。 

各基幹統計調査の具体の実情については、以下のとおりとなっている。 

・国勢調査、経済センサス‐活動調査、住宅・土地統計調査、社会生活基本調査、就業構造基本調査、労働力

調査については、全ての調査対象において既にオンライン回答を可能としている。オンライン回答の向上に向け

これまでも調査対象への周知や操作・機能面の改善などに取り組んでおり、今後も更なる取組を行っていく。 

なお、各基幹統計調査については、統計委員会の審議も踏まえ調査方法を含め調査の実施計画を決定してい

るところ、調査員の事務負担軽減等の観点から、民間委託の更なる拡大の可能性等について、今年度実施する

国勢調査や経済センサス‐活動調査における試験調査において検証を行うこととしている。 

・毎月勤労統計調査については、全ての調査対象事業所がオンライン回答可能となるよう、あらかじめ調査対象

事業所に ID・PW を発行し、配布することとした。その結果、令和６年１月調査から全事業所がオンライン回答可

能となり、オンライン回答率の上昇に寄与した。 

・農林業センサス及び漁業センサスについては、それぞれ 2020 年、2018 年調査から全ての調査対象において

オンライン回答を可能とし、レスポンシブデザインの導入等に取り組んでいるが、調査対象の多くが IT に不慣れ

な者が多い高齢者であること等も踏まえ、調査対象が回答しやすい手法として紙の調査票も配布している。 

 

各府省からの第１次回答を踏まえた提案団体からの見解  

（総論） 

統計調査のオンライン化については統計法制度の面において推進の障害になっていないとの回答だが、統計

調査員は実査（内容説明、調査票配布・回収及び督促等）時に機密書類を携行し、情報漏洩のリスクを抱えたま

ま調査を行っている。また、国勢調査では、不在の調査対象者に３回日時を変えて訪問することが法定受託事

務の処理基準として定められるなど、基幹統計調査の“全てのプロセス”のオンライン化は進んでいない。オンラ

イン回答用 ID のみを郵送し、回答がない場合のみ訪問することを原則とすることについて、各調査において御



検討いただきたい。 

本提案の効果は、業務効率化、情報漏洩リスク低減、報告者の負担軽減であり、これらの相乗効果により、統

計調査員の負担が軽減され、全国的な課題・負担となっている統計調査員の確保問題を緩和の方向に導くこと

ができると考えている。統計の正確性や回答率の確保等への配慮は必要だが、現行制度のままでは統計調査

員の確保が早晩困難になり、調査そのものが立ち行かなくなる恐れがある。 

各自治体・統計調査員の負担軽減や資料紛失による情報漏洩リスクの低減につながるよう、タブレットを活用し

た実査や国からオンライン回答用 ID を郵送するなど、特に実査のあり方を抜本的に見直すとともに、効果のあ

った見直し内容は他の基幹統計調査にも反映されたい。 

（各論） 

令和８年経済センサス‐活動調査では、回答の原則オンライン化が検討され、統計調査員の負担軽減が見込ま

れるが、新規事業所への調査票配布や未回答事業所への督促等は統計調査員の業務であり、資料紛失によ

る情報漏洩のリスクは残る。また、オンライン回答事業者の審査は都道府県で行うなど都道府県の負担増が見

込まれるため、チェック機能の充実など負担軽減策を講じられたい。 

農林業センサス及び漁業センサスも、調査票配布を原則廃止し、オンライン回答が不可能な調査対象者のみコ

ールセンターから調査票を郵送するなど、オンライン回答に誘導する仕組みが必要である。 

 

各府省からの第１次回答を踏まえた追加共同提案団体からの見解   

【ひたちなか市】 

基幹統計調査においては，オンライン回答が可能となっているのは承知しているが，紙の調査票やオンライン回

答に必要な ID・PW を調査員が各世帯に対し配布している。また，ID・PW の配布間違いによる修正作業も発生

しているのが現状である。追加共同提案団体の支障事例にも記載されているが，昼間不在の世帯が多くなり，

調査客体への訪問回数が多くなっていることから，調査票の配布から回収，調査票の審査など，すべてのプロ

セスにおいてオンラインや郵送で完結するような仕組みを構築していただきたい。 

【島根県】 

関係府省からの１次回答では、調査票のオンライン回答についてしか触れておらず、全く不十分である。 

この提案の背景にあるのは、全国各地で統計調査員確保が困難な状況にあり、大量の調査員を雇って戸別訪

問する現行制度が限界に来ていることにある。 

現行制度では、回答はオンラインでできるものの、調査票配布は調査員が紙の調査票を対面で渡すこととなっ

ており、例えオンライン回答が進んだとしても大量の調査員確保が必要な現状に変わりはない。この配布の見

直しが行われなければ問題解決にならないため、再度、この点について見解を求める。 

いずれにせよ、調査員確保が限界に来ていることを関係府省は重く受け止められ、真摯に対応されることを要望

する。 

 

全国知事会・全国市長会・全国町村会からの意見    

【全国知事会】 

行政手続のオンライン化やデジタル基盤の統一化・共通化などにより、デジタル技術の活用による住民へのサ

ービスの向上・負担軽減や地方公共団体の業務の効率化・高度化が図られるよう、提案の実現に向けて特に積

極的な検討を求める。 

【全国市長会】 

調査員・指導員の確保は全国的な課題であり、自治会の加入率低下や人手不足・高齢化等を見据えた調査制

度はもとより、郵送等で調査票配布を行う場合も含め、行政記録情報の統計調査利活用に向けた制度の検討・

構築を求める意見が寄せられている。 

【全国町村会】 

提案団体の意見を十分に尊重し、積極的に検討していただきたい。 

 

各府省からの第２次回答 

統計調査のオンライン化については、第１次回答のとおり、基幹統計調査を始めとした各調査において取り組ん

でいるところである。 

統計調査員の負担軽減や情報漏洩リスクの低減につながるための取組について、各基幹統計調査の検討状況

については、以下のとおりとなっている。 

国勢調査及び経済センサス‐活動調査においては、調査員による調査票の配布・回収の段階的な縮小も見据

え、郵送配布等の新たな調査手法の導入について、今年度実施の令和７年国勢調査の試験調査及び令和８年



経済センサス‐活動調査の試験調査において検証を行う。その検証結果を元に、統計委員会の審議も踏まえ、

次回調査の実施計画を決定してまいりたい。 

また総務省所管の他の基幹統計調査についても、上記調査の対応も踏まえた検討を今後行ってまいりたい。 

なお、各論にある令和８年経済センサス‐活動調査における都道府県事務の負担軽減については、今年度実施

の試験調査のオンライン回答状況を踏まえて、適切なチェック機能の設定などの方策を講じてまいりたい。 

毎月勤労統計調査においては、第二種事業所（事業所規模５～29 人）について、すべての事業所にオンライン

回答用 ID・PW を調査用品に含めて配布するなど、オンライン回答の推進に取り組んでおり、直近でのオンライ

ン回答率は約 70％とオンライン回答を行う事業所が増加している。第二種事業所については、現状、調査員が

事業所を訪問し、調査用品を配布するとともに調査の趣旨や回答方法等について丁寧に説明しつつ協力依頼

を行うことで一定の回収率確保を実現してきた面もあるため、仮に、調査用品の配布を含む調査のすべてのプ

ロセスをオンライン又は郵送で完結することを原則とするよう変更した場合、調査員の負担軽減にはなるもの

の、回収率の低下（※）が懸念され、ひいては統計精度の低下につながる可能性がある。引き続き現行の仕組

みにおいてオンライン回答の推進に努めつつ、今後、回収率への影響、統計精度への影響、記入者負担の問

題、業務フローへの影響、予算措置、人員配置の問題など様々な課題があることに留意しながら、調査員調査

の在り方について検討してまいりたい。 

（※）現状全ての事業所に対して調査用品を郵送で配布している第一種事業所（事業所規模 30 人以上）の回収

率が調査員によって調査用品を配布している第二種事業所の回収率に比べて低い。また、令和２年に特別調査

（事業所規模１～４人）の代替として調査のすべてのプロセスをオンライン又は郵送で行った「小規模事業所調

査」では回収率が低下した（特別調査：毎年 80～90％程度、小規模事業所調査：約 55％） 

農林業センサス及び漁業センサスにおいては、調査資材に二次元コードを印字するなどオンライン回答への誘

導により調査員の事務負担の軽減に取り組むとともに調査資材に住所や氏名を記載しないなど情報漏洩リスク

低減に取り組んでいる。引き続き次回 2028 年漁業センサス及び 2030 年農林業センサスに向け、調査結果の

精度確保を前提としつつ、今回調査の実施状況や他の統計調査の取組も参考にしつつ、調査員の負担軽減に

つながる見直しを検討してまいりたい。 

 

令和６年の地方からの提案等に関する対応方針（令和６年 12月 24日閣議決定）記載内容 

４【総務省】 

（22）統計法（平 19 法 53） 

（ⅰ）国勢調査（５条２項）については、調査員の負担軽減及び担い手の確保並びに情報漏えいリスクの軽減の

観点から、以下のとおりとする。 

・令和７年に実施予定の次回調査に向けて、日本郵便株式会社に対し、郵便局員の調査員への登用について

協力要請を行うとともに、民間委託を含め、関係者の協力等が得られるよう必要な環境を整備する。また、郵送

配布方式を試行的に導入するとともに、オンライン回答率の向上を図るため、オンライン調査システムの機能改

善を行う。 

・令和 12 年に実施予定の次々回調査に向けて、令和９年度以降に想定される試験調査の検証結果等を踏ま

え、郵送配布方式による調査対象の拡大及びオンライン回答率の向上に資する方策について検討し、令和 11

年秋を目途に結論を得る。その結果に基づいて必要な措置を講ずる。 

４【総務省（22）（ⅱ）】【経済産業省（８）】 

統計法（平 19 法 53） 

経済センサス‐活動調査については、令和８年に実施予定の次回調査に向けて、調査員の負担軽減及び担い

手確保並びに情報漏えいリスクの軽減に資するよう、試験調査の検証結果等を踏まえ、郵送配布方式による調

査対象を拡大する方向で検討し、令和７年春を目途に結論を得る。その結果に基づいて必要な措置を講ずる。

また、次回調査において、回答内容の審査に係る都道府県の事務負担を軽減するため、オンライン調査システ

ムの機能改善を行う。 

４【総務省（22）（ⅲ）】【厚生労働省（51）（ⅲ）】 

統計法（平 19 法 53） 

毎月勤労統計調査については、調査員の負担軽減のため、令和７年度までに同調査の在り方に関する調査・分

析を行う。その結果に基づいて必要な措置を講ずる。 

４【総務省（22）（ⅳ）】【農林水産省（11）（ⅰ）】 

統計法（平 19 法 53） 

漁業センサスについては、令和 10 年に実施予定の次回調査に向けて、前回調査の結果及び他の統計調査の

取組を踏まえ、郵送配布方式の導入を含めた調査員の負担軽減及び担い手確保並びに情報漏えいリスクの軽

減に資する方策並びにオンライン回答率の向上に資する方策について検討し、令和９年度までに結論を得る。

その結果に基づいて必要な措置を講ずる。 



４【総務省（22）（ⅴ）】【農林水産省（11）（ⅱ）】 

統計法（平 19 法 53） 

農林業センサスについては、令和 12 年に実施予定の次々回調査に向けて、令和７年に実施予定の次回調査

の結果及び他の統計調査における取組を踏まえ、郵送配布方式の導入を含めた調査員の負担軽減及び担い

手確保並びに情報漏えいリスクの軽減に資する方策並びにオンライン回答率の向上に資する方策について検

討し、令和 10 年夏を目途に結論を得る。その結果に基づいて必要な措置を講ずる。 

４【総務省】 

（22）統計法（平 19 法 53） 

（ⅵ）労働力調査、小売物価統計調査、社会生活基本調査、就業構造基本調査及び住宅・土地統計調査につい

ては、調査員の負担軽減及び担い手確保並びに情報漏えいリスクの軽減に資する方策並びにオンライン回答

率の向上に資する方策について検討し、令和８年以降に行うそれぞれの次回調査までに結論を得る。その結果

に基づいて必要な措置を講ずる。 


